【知的財産特論】検討項目レポート⑧
	名前
	
	学籍番号
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	学部
	
	学科
	


1．「うどん県」（商標登録第5516559号）と「おんせん県」の事例を参考に、商標を用いたブランディング（商品戦略）について、あなたの出身地から考えてみましょう。
あなたの出身の県や市の特産品や商品、観光地について、あなたなら、どのような戦略を用いて、PRしようと考えますか。県や市のブランディング（商品戦略）担当者の立場になって考えてみましょう。
（１）あなたの地域の情報は？
	あなたの出身地
	


	立地（場所）
	

	歴史・地域の特色
	

	文化・芸術
	

	特産品
	

	観光地（観光資源）
	


（２）あなたの地域の情報（上記の（１））からあなたがブランディングしたい対象を選び、戦略（方法・手段）を意識しながら、あなたの考えを書いてみましょう。
	対象とするもの（商品・役務）
	　　　　　　　　　　　　　

	ブランディングに用いたい標章（マーク、名前等）
	

	※ブランディング戦略を考えできるだけ具体的（誰に、何を、どのようにして売るのか、どんな方法でPRするのか等）書いてみましょう。



【知的財産特論】知識項目レポート⑧
	名前
	
	学籍番号
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	研究科
	
	コース
	


１．「商標」と何か。次の文章の　　　内に、適切な語句を入れなさい（同じ番号には同じ語句が入る）。
商標とは、『人の知覚によって認識することができるもののうち、文字、図形、記号、立体的形状若しくは色彩又はこれらの結合、音その他政令で定めるものである ① 　　　　　と、形のある ② 　　　　　 又は　　③ 　　　　　（サービス）とが合体したもの』をいう。つまり、① 　　　　　が同じであっても、 　　　　　　② 　　　　　 又は③ 　　　　　（サービス）が異なると、それぞれ別の商標となる。
２．商標制度（商標法）の目的は何か。次の文章の　　　内に、適切な語句を入れなさい
＜商標法第１条＞　この法律は、商標保護することにより、商標の使用をする者の業務上の① 　　　　の維持図り、もつて産業の発達に寄与し、あわせて② 　　　　　　　を保護することを目的とする。
３．以下は商標の種類を説明している文章である。　　　内に、適切な語句（商標の種類）を記入しなさい。
1 　　　　　　　　文字のみから構成される標章と、商品又は役務が合体したもの。文字は、片仮名、平仮名、漢字、ローマ字、外国語、数字等によってあらわされる。
2 　　　　　　　　写実的なものから図案化されたものや幾何学的模様等の図形のみから構成される標章と、商品又は役務が合体したもの。
3 　　　　　　　　暖簾記号、仮名文字、アルファベット文字を輪郭で囲んだもの、文字を図案化し組み合せた記号、記号的な紋章などの標章と、商品又は役務が合体したもの。
4 　　　　　　　　特殊な形状の包装容器や人形のように立体化した標章と、商品又は役務が合体したもの。
5 　　　　　　　　文字と文字、図形と図形、図形・記号等と文字の二つ以上を組合せた標章と、商品又は役務が合体したもの。
6 　　　　　　　　色彩のみからなる標章（図形等と色彩が結合したものは除く）と、商品又は役務が合体したもの。
7 　　　　　　　　音楽、音声、自然音等からなる標章と、商品又は役務が合体したもの。
8 　　　　　　　　視覚的に認識できる図形等が時間によって変化して見える標章と、商品又は役務が合体したもの。
9 　　　　　　　　ホログラムに映し出される図形等が見る角度によって変化して見える標章と、商品又は役務が合体したもの。
10 　　　　　　　　常に商品の特定の位置に付されることによって識別力を獲得する標章と、商品又は役務が合体したもの。
４．商標の機能について、簡潔に説明しなさい。
	


【知的財産権論】実践編レポート⑧
	名前
	
	学籍番号
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	研究科
	
	コース
	


１．具体的な商品について、そこで使われている登録商標を報告し、あわせてその商標戦略を分析して下さい。会社名、商標で検索すると便利です。
